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墨田区条例第３３号 



   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 ２保健衛生・環境関係の部５９の項から６２の項までの規定中「薬事法」を

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同

部６３の項中「薬事法施行令（昭和３６年政令第１１号）」を「医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１号）

第１条の５第１項及び第２項並びに」に、「（薬事法」を「（医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部６４の項中「薬事法施

行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行

令第１条の６第１項及び第２項並びに」に、「（薬事法」を「（医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部６５の項中「薬事法

第１２条第１項及び薬事法施行令第８０条第１項第１号」を「医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第１２条第１項」に、「同令第３条第

３号」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行

令第３条」に改め、同部６６の項中「薬事法第１２条第２項及び薬事法施行令第８０

条第１項第１号」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第１２条第２項」に改め、同部６７の項中「薬事法第１３条第１項及び薬事法

施行令第８０条第１項第２号」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第１３条第１項」に改め、同部６８の項中「薬事法第１３条第３

項及び薬事法施行令第８０条第１項第２号」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第１３条第３項」に改め、同部６９の項及び７０の

項中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律施行令」に改め、同部７１の項中「薬事法第１４条第１項及び薬事法施行

令第８０条第１項第１号」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第１４条第１項」に改め、同部７２の項中「薬事法第１４条第９項及

び薬事法施行令第８０条第１項第１号」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第１４条第９項」に改める。 

   付 則  



 この条例は、平成２６年１１月２５日から施行する。 


